
身近な子育てネットワーク構築推進事業 活動支援補助金 交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、子育て世帯が身近な場所で、気軽に子育ての悩みや不安を話すこ 

とのできる環境づくりを進める、子育てに関わる団体に対し、活動支援補助金（以下

「補助金」という）を交付することについて、北九州市補助金等交付規則（昭和４１

年規則第２７号）の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助金の交付対象となる団体） 

第２条 補助金の交付対象は、北九州市内を拠点とする育児サークルや主に未就学児及び 

その保護者を対象とした子育て支援活動を行っているボランティアグループ等の子育

てに関わる団体であり、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。 

（１） 団体の構成員が５名以上であること。 

（２） 団体の構成員の半数以上が北九州市民であること。 

（３） 継続的な活動実績または活動計画（年間１０回以上）があること。 

（４） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下、「暴対法」という。）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団若しくは暴力団員（暴

対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）と密接な関係を有する団体（者）で

ないこと。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、政治的・宗教的活動及び営利活動を主目的とする団体につ

いては、交付対象としない。また、名称の異なる団体であっても、構成員が同一、もし

くは同一とみなされる団体については、交付対象としない。 

 

（補助対象活動） 

第３条 主に未就学児及びその保護者を対象とした子育てに関わる活動で、地域住民に

開かれた活動とする。ただし、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。 

（１） 活動の一部に、子育てに関する悩みや不安を含む子育ての情報交換等に関する活動

を含んでいること。 

（２） 団体の構成員が、活動の参加者から子育ての悩みや不安に関する相談を受けられる

よう、対応能力向上のために必要な研修等の参加に努めていること。 

 

（補助金の額） 

第４条 交付額は、１団体につき２万円を限度とする。ただし、交付額の少なくとも３ 

割は「子育てに関する悩みや不安を含む子育ての情報交換等に関する活動」の経費に 

充てなければならない。 

 



（補助金の交付申請） 

第５条 この補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書（様式１）を市

長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に揚げる書類を添付しなければならない。 

（１） 実施計画書（様式２） 

（２） 収支予算書（様式３） 

（３） その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査する。 

２ 市長は、交付の決定に際し申請件数が補助予定件数を超える場合は、抽選により交付

決定を行うこととする。 

３ 市長は、補助金の交付を決定した場合、補助金の額を決定し、補助金の交付決定を受

けた団体（以下「補助団体」という）に、補助金交付決定通知書（様式４）により通知

するものとする。 

 

（補助金の支払い） 

第７条 補助団体への支払いは、概算払いとする。 

 

（事業の変更） 

第８条 補助対象活動等の内容、経費の配分または執行計画の変更（軽微な変更を除く）

をする場合は、事前に変更承認申請書(様式５)にて、市長の承認を受けなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の承認を行い、交付決定の内容を変更した場合は、補助金交付決定内

容変更通知書（様式６）により補助団体へ通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第９条 補助団体は、補助対象活動が完了したときは２０日以内に、補助金実績報告書

（様式７）に、次に揚げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１） 実施報告書（様式８） 

（２） 収支決算書（様式９） 

（３） 領収書等支出を証明できる資料 

（４） その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の

審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助対象活動の成果が補助金の交付の



決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合する

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書（様式１０）に

より通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による額の確定後、活動経費が交付額に満たない場合は、その

差額を直ちに補助団体に返納させるものとする。 

 

（交付決定の取消） 

第１１条 市長は、補助団体が補助金を他の用途へ使用する等その補助対象活動に関し

て補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、また、県警察から

の通報若しくは県警察への照会等により、暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密

接な関係を有する団体（者）であることが判明したときは、補助金の交付決定の全部

または一部を取り消すことができる。 

 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象活動の当

該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返

還を求めるものとする。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、別に市長が

定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日より施行する。 

 

 


